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【⑥雇用調整助成金との関係】 

１ 事業所が全労働者を対象とした休業をしていますが、私には休業手当が支払われてい

ません。一部の労働者には休業手当を支払い、雇用調整助成金を活用しています。この

場合、私は支援金・給付金を受けられないのでしょうか。 

→ 雇用されている事業所の雇用調整助成金の受給の有無にかかわらず、休業手当が支払

われていない労働者は支援金・給付金の支給対象となります。 

 

２ 雇用調整助成金と支援金・給付金のどちらを利用したら良いですか。 

→ 支援金・給付金は事業主の指示により休業しており、休業手当、賃金を受け取ること

ができない労働者の方の生活の安定及び保護の観点から直接申請が可能な制度として創

設されたものです。一方、使用者の責に帰すべき事由により労働者を休業させた場合に

は、労働基準法上、休業手当の支払義務が生じることとなり、支援金・給付金の支払い

により、休業手当の支払義務が免除されるものではありません。 

 

労働基準法上の休業手当の要否にかかわらず、経済上の理由により事業活動の縮小を

余儀なくされた事業主に対しては、雇用調整助成金が、事業主が支払った休業手当の額

に応じて支払われます。 

こうしたことも踏まえ、事業主の皆様には、まずは雇用調整助成金を活用いただき、雇

用維持が図られるよう努めていただくようお願いします。 

 

（雇用調整助成金（新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html 
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